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大
隈
重
信
の
大
磯
別
荘
に
関
す
る
一
考
察 

長
谷
川 

明
香
（
当
館
学
芸
員
）  

は
じ
め
に 

 

相
模
湾
沿
い
に
面
す
る
大
磯
町
は
、
年
間
を
通
し
て
温
暖
な
気
候
か
ら
明
治
時
代
以

降
、
別
荘
地
と
し
て
発
展
し
、
な
か
で
も
、
八
人
の
内
閣
総
理
大
臣
が
邸
宅
を
構
え
、

「
政
界
の
奥
座
敷
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ま
で
、
別
荘
に
関
す
る
研
究
は
、
建
築
学
の
視
点
か
ら
別
荘
建
築
の
様
相
や
立

地
及
び
景
観
な
ど
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
湘
南
地
域
の
別
荘
に
関
す

る
研
究
は
、
越
沢
明
氏
（
１
）

や
水
沼
淑
子
氏
（
２
）

、
小
山
七
海
氏
、
荒
井
歩
氏
（
３
）

な

ど
の
研
究
成
果
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
近
年
歴
史
学
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
始
め
て

お
り
、
佐
藤
信
氏
（
４
）

や
奈
良
岡
聡
智
氏
（
５
）

、
池
田
さ
な
え
氏
（
６
）

な
ど
の
成
果
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。 

 

本
稿
で
取
り
上
げ
る
大
隈
重
信
の
大
磯
別
荘
は
、
山
縣
有
朋
や
伊
藤
博
文
、
陸
奥
宗

光
ら
の
別
荘
と
近
接
し
た
場
所
に
あ
り
、
そ
の
一
部
は
現
在
、
明
治
記
念
大
磯
邸
園
と

し
て
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
（
令
和
六
年
一
一
月
二
三
日
を
も
っ
て
東
地
区
の
旧
大

隈
重
信
別
邸
・
旧
古
河
別
邸
と
陸
奥
宗
光
別
邸
跡
・
旧
古
河
別
邸
が
一
般
公
開
）
。 

大
隈
は
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
に
、
日
本
郵
船
二
代
目
社
長
を
務
め
た
吉
川
泰

次
郎
の
長
男
吉
川
慎
一
郎
か
ら
東
小
磯
の
土
地
と
建
物
を
購
入
し
、
そ
の
後
増
改
築
を

施
し
な
が
ら
、
明
治
三
四
年
に
実
業
家
の
古
河
市
兵
衛
に
売
却
す
る
ま
で
の
四
年
間
、

大
磯
別
荘
を
利
用
し
た
。
大
隈
の
大
磯
別
荘
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
れ

以
外
の
大
隈
が
所
有
し
た
邸
宅
の
研
究
も
少
な
い
（
７
）

。
大
磯
の
別
荘
の
分
析
を
し
て

い
る
佐
藤
氏
や
奈
良
岡
氏
も
、
伊
藤
や
山
縣
の
別
荘
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
現
状
、

大
隈
の
大
磯
別
荘
に
つ
い
て
は
、
水
沼
氏
の
建
築
史
に
お
け
る
研
究
成
果
の
み
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。 

以
上
の
課
題
か
ら
本
稿
で
は
、
大
隈
の
大
磯
別
荘
の
利
用
実
態
な
ど
を
明
ら
か
に

し
、
大
隈
が
大
磯
に
別
荘
を
構
え
た
意
義
を
考
え
た
い
。
な
お
、
建
物
の
概
要
や
特
徴

な
ど
は
、
水
沼
氏
が
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。 

 

一 

大
磯
別
荘
購
入
の
理
由 

 

大
隈
の
大
磯
別
荘
は
山
縣
や
伊
藤
、
陸
奥
ら
の
別
荘
と
近
接
し
て
い
た
。
大
隈
は
彼

ら
と
政
治
的
信
条
の
違
い
か
ら
対
立
す
る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
な
か
で
、
な
ぜ
彼
ら
と

非
常
に
近
い
距
離
に
別
荘
を
構
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
大
隈
が
大
磯
別
荘
を

購
入
し
た
経
緯
と
そ
の
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
そ
の
理
由
を
探
る
。 

 

大
隈
は
明
治
三
〇
年
五
月
に
、
吉
川
慎
一
郎
か
ら
土
地
と
建
物
を
購
入
し
て
お
り
、

五
月
三
日
付
で
土
地
と
建
物
の
売
買
届
が
町
に
出
さ
れ
て
い
る
（
８
）

。
慎
一
郎
は
、
日

本
郵
船
の
二
代
目
社
長
を
務
め
た
吉
川
泰
次
郎
の
長
男
で
あ
る
。
売
買
届
に
は
後
見
人

の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
隈
が
購
入
し
た
際
、
慎
一
郎
は
幼
か
っ
た

と
み
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
大
隈
と
泰
次
郎
・
慎
一
郎
親
子
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明

で
あ
る
。 

大
隈
が
大
磯
に
別
荘
を
構
え
た
頃
に
は
、
す
で
に
山
縣
や
伊
藤
ら
が
邸
宅
を
構
え
て

お
り
、
政
界
人
の
別
荘
地
と
し
て
大
磯
は
認
知
さ
れ
て
い
た
。
水
沼
氏
は
、
大
磯
に
別

荘
を
持
つ
こ
と
が
政
治
家
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
世
評
か

ら
、
大
隈
が
大
磯
に
別
荘
を
構
え
た
と
述
べ
て
い
る
（
９
）

。
確
か
に
、
大
磯
に
別
荘
を

持
つ
こ
と
が
い
わ
ば
ス
テ
ー
タ
ス
の
よ
う
な
観
念
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
大
隈

は
、
明
治
二
二
年
一
〇
月
に
、
山
縣
を
訪
ね
大
磯
に
来
て
お
り(

10)

、
政
治
家
の
交
流

場
所
と
し
て
の
大
磯
を
認
識
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
大
隈
が
大
磯
を
選
ん
だ

理
由
を
示
す
直
接
的
な
史
料
は
な
く
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
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大
隈
が
建
て
た
別
荘
の
位
置
関
係
か
ら
、
そ
の
理
由
を
考
え
た
い
。 

大
隈
が
別
荘
を
建
て
た
東
小
磯
の
土
地
は
海
岸
に
面
し
て
お
り
、
大
磯
停
車
場
か
ら

も
比
較
的
近
く
好
立
地
で
あ
っ
た
。
東
隣
に
は
、
陸
奥
の
別
荘
が
あ
っ
た
が
、
大
隈
が

別
荘
を
購
入
し
た
際
、
陸
奥
が
抱
い
た
感
情
に
つ
い
て
興
味
深
い
新
聞
記
事
が
あ
る
。 

【
史
料
一
】(

11) 

●
陸
奥
伯
逃
出
さ
ん
と
す 

 

今
回
、
大
隈
伯
は
大
磯
な
る
故
吉
川
泰
次
郎
氏
の

別
荘
を
譲
受
け
た
る
が
、
其
別
荘
は
陸
奥
伯
の
別
荘
の
隣
り
に
当
れ
る
に
ぞ
、
陸

奥
伯
の
別
荘
の
隣
り
に
当
れ
る
に
ぞ
、
陸
奥
伯
は
頃
日
或
人
に
向
ひ
、
「
今
度
大

隈
が
隣
り
の
吉
川
の
跡
を
買
ふ
と
云
う
こ
と
だ
か
ら
随
分
邪
魔
を
し
て
見
た
が
、

逸
う
〳
〵
買
ふ
こ
と
に
な
つ
た
様
だ
、
大
隈
に
隣
り
に
住
ま
れ
て
は
た
ま
る
も
の

で
な
い
、
最
う
己
れ
は
ソ
ロ
〳
〵
逃
出
さ
う
と
思
ふ
」
と
語
り
た
り
と
な
む
、
樺

山
伯
此
話
を
聞
き
て
評
す
ら
く
「
陸
奥
だ
つ
て
逃
げ
出
さ
ん
で
も
好
か
ろ
う
に
、

彼
地
に
伊
藤
さ
ん
と
大
隈
さ
ん
と
陸
奥
さ
ん
が
揃
へ
ば
極
く
面
白
い
の
だ
に
」
、 

あ
く
ま
で
新
聞
記
事
の
た
め
そ
の
真
偽
は
分
か
ら
な
い
が
、
隣
に
大
隈
が
別
荘
を
構

え
る
こ
と
に
対
し
て
好
印
象
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
事
実
、
大
隈
と

陸
奥
は
対
立
関
係
に
あ
り
、
明
治
六
年
以
降
に
そ
の
関
係
が
悪
化
し
、
陸
奥
が
亡
く
な

る
ま
で
続
い
た(

12)

。
し
か
し
、
陸
奥
自
身
も
完
全
に
大
隈
を
嫌
っ
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
互
い
に
評
価
を
し
た
上
で
ラ
イ
バ
ル
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
聞
記
事

か
ら
完
全
な
拒
絶
で
は
な
く
、
少
し
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か

し
、
決
し
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
陸
奥
は
大
磯
の
別
荘
を

自
ら
の
病
気
療
養
の
た
め
に
建
て
て
お
り
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
利
用
を
強
く
意
識
し
て
い

た
。
そ
の
隣
に
政
敵
で
あ
る
大
隈
が
来
る
こ
と
は
、
良
い
気
分
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。 

 

陸
奥
の
別
荘
が
す
ぐ
隣
に
あ
る
こ
と
は
当
然
大
隈
も
分
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
大
隈
は
そ
の
場
所
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
が
、
西
隣
に
あ
っ
た
旧
佐
賀
藩
主
鍋
島
家
の
別
荘
で
あ
る
。 

 

明
治
二
九
年
に
、
佐
賀
藩
第
十
一
代
藩
主
の
鍋
島
直
大
が
西
小
磯
の
土
地
を
購
入
し

た
。
購
入
し
た
土
地
は
大
隈
が
後
に
別
荘
を
購
入
す
る
場
所
の
す
ぐ
東
隣
で
、
西
隣
に

は
伊
藤
の
滄
浪
閣
が
あ
っ
た
（
図
）
。
鍋
島
家
は
翌
年
の
三
月
二
九
日
付
で
、
大
磯
町

に
家
屋
新
築
届
を
提
出
し
て
い
る(

13)

。
大
隈
は
佐
賀
藩
出
身
で
あ
り
、
鍋
島
家
か
ら

資
金
援
助
を
受
け
る
な
ど
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た(

14)

。
大
隈
の
資
金
源
は
、

【図】 大隈の大磯別荘周辺の地図 

国土地理院地図を元に作成。 
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土
地
投
機
や
鉄
道
建
設
事
業
、
三
菱
か
ら
の
支
援
（
特
に
、
改
進
党
・
進
歩
党
の
活

動
）
な
ど
様
々
で
あ
っ
た(

15)

が
、
鍋
島
家
か
ら
も
援
助
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
隈
に
と
っ
て
鍋
島
家
は
非
常
に
重
要
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
別
荘
が
大
磯
に
建
て
ら

れ
た
こ
と
は
、
大
隈
が
隣
に
別
荘
を
購
入
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
え
る
。 

 

大
隈
が
大
磯
に
別
荘
を
購
入
し
た
理
由
は
、
大
磯
が
政
治
的
交
流
の
場
と
し
て
定
着

し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
資
金
援
助
を
受
け
て
い
た
鍋
島
家
の
別
荘
が
存
在
し
た

こ
と
が
大
き
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
購
入
し
た
五
月
は
松
隈
内
閣
に
分
裂
の

兆
し
が
見
え
始
め
て
い
る
時
期
で
、
自
由
に
ゆ
っ
く
り
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
過
ご
す
場

所
を
求
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 

二 

大
磯
別
荘
の
利
用
実
態 

 

実
際
に
、
大
隈
は
大
磯
別
荘
を
ど
の
程
度
、
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
本
章
で
は
、
主
に
新
聞
記
事
か
ら
そ
の
様
子
を
見
て
み
た
い
。
な
お
、
大
磯
別
荘

所
有
時
期
の
大
隈
の
動
向
に
つ
い
て
は
付
表
も
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

㈠
大
磯
別
荘
の
利
用
記
録 

 

別
荘
の
購
入
に
あ
た
っ
て
、
前
所
有
者
の
吉
川
泰
次
郎
が
結
核
を
患
っ
て
お
り
、
そ

の
療
養
の
た
め
に
過
ご
し
た
別
荘
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
消
毒
を
行
っ
た(

16)

の
ち
、
早

速
五
月
八
日
に
大
磯
の
別
荘
へ
赴
い
て
い
る(

17)

。
そ
の
後
は
、
多
忙
に
よ
る
疲
労
か

ら
か
体
調
を
崩
し
て
お
り
、
早
稲
田
の
本
邸
（
以
下
、
早
稲
田
邸
と
す
る
）
や
官
邸
に

て
療
養
し
て
い
た(

18)

。
大
隈
は
、
第
一
伊
藤
内
閣
及
び
黒
田
内
閣
の
外
相
と
し
て
条

約
改
正
交
渉
に
あ
た
っ
て
い
た
際
、
外
相
官
邸
前
で
襲
わ
れ
右
脚
を
切
断
す
る
大
怪
我

を
負
っ
た
。
以
来
足
の
痛
み
に
襲
わ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
政
務
が
行
え
ず
療

養
を
必
要
と
し
て
い
た
。
足
の
痛
み
に
襲
わ
れ
た
時
は
、
大
磯
ま
で
の
移
動
が
困
難
の

た
め
、
早
稲
田
邸
と
官
邸
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
病
気
に
な
っ
た
際

に
は
大
磯
行
き
を
延
期
し
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
療
養
に
は
主
に
早
稲
田
邸
を

使
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

大
隈
が
大
磯
別
荘
に
滞
在
中
、
複
数
の
人
間
が
大
隈
を
訪
問
し
て
い
る
。
例
え
ば
、 

明
治
三
〇
年
八
月
一
四
日
に
は
政
治
家
・
華
族
で
あ
る
安
場
保
和
が
大
磯
の
別
荘
を
訪

れ
、
台
湾
鉄
道
に
つ
い
て
大
隈
と
協
議
し
て
い
る(

19)

。
ま
た
、
翌
一
五
日
に
は
外
務

次
官
の
小
村
寿
太
郎
が
大
隈
と
何
ら
か
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
う
た
め
、
大
磯
別
荘
を
訪

問
し
て
い
る(

20)

。
途
中
一
六
日
に
は
、
有
栖
川
宮
が
帰
朝
し
た
た
め
一
度
東
京
に
帰

り
、
再
び
大
磯
に
戻
る
際
、
汽
車
内
で
韓
国
の
政
治
家
で
あ
る
朴
泳
孝
と
交
流
し
て
い

る(

21)

。 

ま
た
、
九
月
一
日
に
は
、
大
磯
別
荘
で
初
め
て
園
遊
会
を
開
催
し
て
い
る
。 

【
史
料
二
】(

22) 

●
大
隈
伯
と
大
磯 

 

大
隈
伯
は
一
昨
日
、
大
磯
の
別
荘
に
同
地
官
民
の
重
立
ち

た
る
人
々
を
招
待
し
て
園
遊
会
を
開
き
、
道
路
を
改
良
し
清
潔
法
の
施
行
に
一
層

の
注
意
を
加
へ
且
つ
旅
客
に
便
利
を
与
へ
以
て
其
繁
栄
を
増
加
す
る
こ
と
に
就
て

懇
篤
な
る
注
意
的
演
説
を
為
し
、
了
り
て
松
林
の
間
に
立
食
の
饗
応
を
為
せ
り
、 

史
料
に
よ
る
と
大
磯
の
官
民
の
有
力
者
を
招
き
、
大
磯
の
発
展
の
た
め
の
演
説
を
し

た
こ
と
が
分
か
る
。 

大
隈
は
饗
応
を
良
く
行
い
外
国
人
や
政
界
人
、
実
業
家
ま
で
幅
広
い
人
物
を
招
待
し

て
園
遊
会
を
行
っ
て
い
た
が
、
大
磯
別
荘
の
園
遊
会
は
あ
く
ま
で
大
磯
町
へ
の
貢
献
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
時
点
で
確
認
で
き
る
大
磯
別

荘
で
の
園
遊
会
の
記
録
は
こ
の
一
回
の
み
で
、
そ
の
間
、
早
稲
田
邸
で
は
度
々
園
遊
会

や
観
菊
会
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
邸
の
機
能
と
別
荘
の
機
能
を
使
い
分
け
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。
本
邸
は
病
気
療
養
も
し
く
は
賓
客
を
も
て
な
す
場
所
と
し
て
利

用
し
、
大
磯
別
荘
は
政
務
か
ら
少
し
離
れ
て
家
族
と
ゆ
っ
く
り
過
ご
す
た
め
の
場
所
だ
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っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

利
用
記
録
の
全
体
を
分
析
す
る
と
、
八
月
及
び
一
二
月
に
大
磯
別
荘
で
過
ご
し
て
い

る
こ
と
が
多
く
、
確
実
に
避
暑
避
寒
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
三
三
（
一
九
〇

〇
）
年
に
入
る
と
、
大
磯
別
荘
の
利
用
が
減
少
す
る
。
同
年
二
月
か
ら
四
月
の
間
で
皇

族
が
大
隈
の
大
磯
別
荘
を
利
用
し
て
お
り
、
個
人
で
の
利
用
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る

が
、
前
年
や
購
入
し
た
年
と
比
べ
る
と
利
用
頻
度
が
落
ち
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

㈡
松
隈
内
閣
倒
閣
後
の
大
磯
と
大
隈 

 

こ
こ
で
は
、
も
う
少
し
詳
細
に
利
用
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
大
隈
の
大
磯
別
荘
所

有
時
期
に
お
い
て
重
要
な
出
来
事
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
松
隈
内
閣
倒

閣
後
の
伊
藤
と
の
会
談
で
あ
る
。 

大
隈
が
別
荘
を
購
入
し
た
の
は
、
松
隈
内
閣
の
外
相
兼
農
商
務
相
を
務
め
て
い
る
時

期
で
、
松
方
率
い
る
薩
摩
派
と
の
分
裂
が
始
ま
っ
て
い
た
。
明
治
三
〇
年
一
二
月
二
九

日
に
松
方
が
辞
表
を
提
出
し
松
隈
内
閣
は
倒
閣
し
、
伊
藤
は
自
由
党
及
び
進
歩
党
と
の

提
携
を
目
論
み
大
隈
や
板
垣
ら
と
新
内
閣
の
組
織
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
る
こ
と
に
な

っ
た
。
大
隈
は
明
治
三
一
年
一
月
二
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
伊
藤
と
協
議
を
し
た
。 

【
史
料
三
】(

23) 

 
 

 
 

 
 

 

電
報 

○
伊
藤
侯
大
隈
伯
の
会
見
（

三
日
午
後
三

時
五
十
分

 

大
磯
特
派
員
発
） 

伊
藤
侯
ハ
愈
昨
夜
を
以
て
、
大
隈
伯
の
別
業
に
人
を
派
し
親
し
く
伯
と
面
談
せ

ん
こ
と
を
申
込
た
る
も
、
大
隈
伯
邸
に
ハ
当
夜
来
客
あ
り
塾
議
中
な
り
し
を
以

て
、
侯
と
の
面
談
を
謝
絶
し
、
本
日
午
前
九
時
伯
よ
り
伊
藤
侯
を
滄
浪
閣
に
訪

ひ
午
前
十
一
時
ま
で
会
見
密
談
せ
り
、 

【
史
料
四
】(

24) 

 
 

 
 

◎
伊
藤
大
隈
二
老
の
会
見 

伊
藤
侯
ハ
強
固
な
る
新
内
閣
を
組
織
す
る
に
ハ
大
隈
伯
と
提
携
す
る
に
若
く
ハ
な

し
と
て
、
旧
臘
来
頻
り
に
伯
の
入
閣
を
望
み
居
る
と
な
る
が
、
去
る
二
日
大
磯
に

於
て
二
老
会
見
の
際
も
伊
藤
侯
よ
り
大
隈
伯
に
向
ひ
、
此
国
家
内
外
多
事
の
際
強

固
な
る
内
閣
を
組
織
し
て
、
少
な
く
と
も
三
・
四
年
間
継
続
せ
し
め
以
て
、
上
御

一
人
の
叡
慮
を
安
ん
じ
奉
り
、
下
万
民
の
希
望
に
適
は
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
就

て
ハ
是
非
共
足
下
入
閣
を
希
望
す
る
と
の
主
意
を
以
て
、
百
方
泣
き
付
き
た
る
よ

し
さ
れ
ど
、
大
隈
伯
ハ
聯
立
内
閣
の
困
難
な
る
を
説
き
伊
藤
侯
の
一
手
に
て
新
内

閣
を
組
織
せ
よ
と
勧
め
、
最
後
に
余
ハ
閣
外
に
在
る
も
充
分
援
助
せ
ん
と
述
べ
た

る
に
侯
ハ
其
志
辱
け
な
し
と
雖
も
、
閣
内
に
有
力
者
な
さ
ハ
何
よ
り
困
難
な
り
と

再
三
再
四
入
閣
せ
ん
と
哀
請
し
た
り
と
云
う
、
右
に
て
多
分
大
隈
伯
ハ
入
閣
す
る

に
と
な
か
る
べ
し
と
信
ず
れ
ど
も
、
伊
藤
侯
ハ
昨
日
午
前
大
隈
伯
を
訪
問
し
て
一

時
三
十
分
間
程
懇
談
す
る
所
あ
り
、
侯
の
辞
し
て
帰
へ
ら
ん
と
す
る
や
伯
ハ
玄
関

迄
見
送
り
た
る
際
、
侯
ハ
伯
の
手
を
把
り
て
導
き
つ
ゝ
元
気
能
く
別
れ
た
り
と
云

へ
ば
、
尚
ほ
其
間
に
一
種
の
事
情
継
続
せ
ざ
る
や
と
云
ふ
も
の
あ
り
、
暫
ら
く
一

説
と
し
て
報
ず
、
（
大
磯
特
派
員
報
） 

史
料
三
と
四
で
内
容
の
食
い
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
滄
浪
閣
及
び
大
隈
の
大
磯
別
荘

で
会
談
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
史
料
四
に
よ
る
と
、
伊
藤
が
大
隈
へ
の
入

閣
を
懇
願
し
た
も
の
の
、
松
隈
内
閣
で
経
験
し
た
連
立
内
閣
の
難
し
さ
か
ら
大
隈
が
、

拒
否
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 

新
聞
記
事
の
た
め
ど
こ
ま
で
が
真
偽
か
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
新
し
い
内
閣

に
つ
い
て
伊
藤
と
大
隈
間
で
議
論
が
交
わ
さ
れ
、
そ
れ
が
大
磯
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
時
期
に
伊
藤
や
山
縣
と
会
談
を
行
う
た
め
、
多
く
の
政
界

人
が
大
磯
に
来
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る(

表
）
。
ま
た
、
当
然
な
が
ら

大
隈
の
周
辺
の
人
物
ら
も
大
磯
に
集
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
大
磯
の
政
治
家
交
流
に

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
人
物
が
確
認
で
き
る
。 
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㈢
皇
族
の
大
磯
滞
在
と
大
隈 

 

二
つ
目
の
大
き
な
出
来
事
は
皇
族
が
大
隈
の
大
磯
別
荘
を
利
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。

明
治
三
一
年
九
月
二
七
日
に
皇
太
子
（
の
ち
の
大
正
天
皇
）
が
沼
津
か
ら
大
磯
に
汽
車

で
訪
れ
、
鍋
島
家
の
別
荘
に
滞
在
し
た(

25)

。
当
主
の
鍋
島
直
大
は
元
老
院
議
官
や
宮

中
顧
問
官
等
を
歴
任
し
、
明
治
天
皇
や
大
正
天
皇
か
ら
の
信
頼
も
厚
か
っ
た
こ
と
か
ら

滞
在
場
所
に
鍋
島
家
の
別
荘
を
選
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
鍋
島
家
と
大
隈
の
大
磯
別
荘
は
隣
接
し
て
お
り
、
大
隈
は
、
同
年
一
〇
月
一
日
に

皇
太
子
の
ご
機
嫌
伺
い
の
た
め
鍋
島
家
の
別
荘
を
訪
問
し
て
い
る(

26)

。 

 

明
治
三
三
年
二
月
五
日
に
明
治
天
皇
の
皇
女
で
あ
る
常
宮
昌
子
内
親
王
と
周
宮
房
子

内
親
王
が
、
避
暑
の
た
め
大
隈
の
大
磯
別
荘
を
訪
れ
た
。 

【
史
料
五
】(

27) 

●
内
親
王
大
磯
御
成 

 

常
宮
周
宮
内
親
王
殿
下
ハ
昨
日
午
前
九
時
廿
分
高
輪
御

殿
御
出
門
十
時
十
分
品
川
御
発
車
、
御
教
育
主
任
佐
々
木
伯
夫
妻
幷
に
御
付
婦
人

数
名
を
従
へ
さ
せ
ら
れ
大
磯
に
成
ら
れ
た
り
、
大
磯
ハ
大
隈
伯
・
古
河
市
兵
衛
氏

別
荘
を
御
旅
館
と
定
め
さ
せ
ら
れ
、
多
分
来
る
三
月
頃
迄
御
滞
在
相
成
る
筈
な
り 

「
古
河
市
兵
衛
氏
別
荘
」
と
は
、
大
隈
の
大
磯
別
荘
の
東
隣
に
あ
っ
た
陸
奥
の
別
荘

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
土
地
台
帳
を
み
る
と
こ
の
時
点
で
は
、
陸
奥

の
妻
亮
子
が
所
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る(

28)

。
し
か
し
、
台
帳
に
は
親
戚
と

し
て
市
兵
衛
の
印
鑑
が
あ
り
、
陸
奥
の
死
後
、
土
地
と
建
物
の
相
続
に
お
い
て
少
な
く

と
も
古
河
家
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
完
全
に
古

河
家
の
所
有
と
な
る
の
は
明
治
三
七
年
に
、
陸
奥
の
長
男
廣
吉
か
ら
次
男
の
古
河
潤
吉

へ
と
所
有
権
が
移
っ
た
時
で
あ
る(

29)

。
大
隈
が
市
兵
衛
に
売
却
し
た
理
由
の
一
つ
に

は
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
史
料
五
に
は
同
行
者
に
佐
々
木
伯
夫
妻
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
佐
々

木
高
行
夫
妻
の
こ
と
で
あ
る
。
佐
々
木
は
明
治
二
一
年
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
枢
密
顧
問

官
と
し
て
、
常
宮
・
周
宮
内
親
王
の
主
任
養
育
係
を
務
め
た
。
そ
の
佐
々
木
か
ら
別
荘

滞
在
に
つ
い
て
大
隈
へ
通
知
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

【
史
料
六
】(

30) 
常
宮 

周
宮
両
殿
下
来
ル
五
日
午
前
十
時
十
分
新
橋
発
汽
車
ニ
テ
神
奈
川
県
下
大
磯
へ
被 

 

為
成
、
同
所
其
御
別
邸
ニ
於
テ 

【表】 松隈内閣倒閣後の大磯 

出典：『東京朝日新聞』、『読売新聞』、『報知新聞』 

年 日付 記事見出し・内容

12月26日
添田壽一が滄浪閣へ赴く

＊添田は明治大正期の実業家

12月27日・28日
井上馨が滄浪閣にて伊藤博文と会談し、

群鶴楼に宿泊する

12月28日 黒田清隆が滄浪閣へ赴く

12月30日

大隈重信が伊藤との会談のため自らの大

磯別荘へ赴く

＊すでに、犬養毅・伊東巳代治・大石正

巳・林有造・岩崎彌之助・大岡育造が大

磯に滞在

12月31日
大磯にて伊藤・山縣有朋・芳川顕正らが

会談する

1月2日・4日 伊藤と大隈が滄浪閣にて会談する

1月4日 伊藤が大磯滞在の山縣を訪問する

1月5日
滄浪閣にて山縣・芳川・桂太郎らが会談

し、芳川・桂は群鶴楼に宿泊する

1月6日 小淘庵にて山縣・芳川・桂が会談する

明治30年

（1897）

明治31年

（1898）
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御
滞
在
被
為
遊
候
間
、
此
段
御
承
知
迄
ニ
及
御
通
牒
候
也
、 

 
 

 
 

明
治
三
十
三
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

常
宮

周
宮

御
養
育
主
任
伯
爵
佐
々
木
高
行 

 
 

 
 

 
 

 
伯
爵
大
隈
重
信
殿 

 

大
隈
に
と
っ
て
両
内
親
王
の
滞
在
は
光
栄
な
こ
と
で
あ
り
、
迎
え
入
れ
る
前
に
畳
の

張
替
え
な
ど
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る(

31)

。
両
内
親
王
が
滞
在

場
所
に
大
隈
の
大
磯
別
荘
を
選
ん
だ
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
、
明
治
三
一
年
六
月
二

三
日
に
皇
太
子
（
大
正
天
皇
）
が
早
稲
田
邸
を
行
啓
す
る
こ
と
を
伝
え
て
お
り(

32)

、

両
内
親
王
が
大
隈
の
大
磯
別
荘
滞
在
前
に
、
皇
族
と
の
何
ら
か
の
接
触
が
あ
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
以
前
皇
太
子
が
滞
在
し
た
鍋
島
邸
が
何
ら
か
の
理
由
で
使

用
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
両
内
親
王
は
町
の
小
学
校
の
運
動
会
を
見
学
し
た
り(

33)

、
卒
業
式
に
参
列

し
た
り
と(

34)

、
町
の
行
事
へ
参
加
し
て
お
り
、
大
隈
自
身
だ
け
で
な
く
町
に
と
っ
て

も
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。 

 

三 

大
磯
別
荘
の
売
却 

 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
隈
は
明
治
三
四
年
六
月
に
古
河
市
兵
衛
へ
大
磯
別
荘
を

売
却
し
た
。
売
却
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
早
稲
田
邸
の
火
災
で
あ
る
。

同
年
三
月
一
四
日
に
早
稲
田
邸
の
応
接
間
の
ス
ト
ー
ブ
か
ら
出
火
し
半
焼
し
た(

35)

。 

約
百
坪
の
邸
宅
と
庭
園
の
樹
木
が
焼
失
す
る
ほ
ど
の
大
火
事
で
あ
っ
た
。
大
隈
は
庭
園

に
い
て
来
客
の
た
め
邸
内
に
入
ろ
う
と
し
た
時
だ
っ
た
た
め
即
座
に
避
難
が
で
き
た
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
大
隈
が
創
設
し
た
東
京
専
門
学
校
の
生
徒
ら
が
駆
け
付
け
邸
内
の

家
具
や
調
度
品
な
ど
を
持
ち
出
す
も
、
所
蔵
品
や
書
簡
類
は
全
焼
し
て
し
ま
っ
た
。
住

む
場
所
を
失
っ
た
大
隈
は
、
一
時
的
に
市
ヶ
谷
砂
土
原
町
に
あ
っ
た
岩
崎
邸
に
滞
在
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

当
時
、
大
隈
は
所
持
し
て
い
た
株
が
下
落
し
始
め
、
早
稲
田
邸
の
建
築
の
た
め
に
借

り
て
い
た
お
金
の
年
賦
返
済
に
困
る
ほ
ど
資
金
繰
り
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
火
災

は
大
隈
に
と
っ
て
大
打
撃
だ
っ
た
。
早
稲
田
邸
を
再
建
す
る
に
は
大
磯
別
荘
を
売
却
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
は
、
大
磯
別
荘
を
売
却
し
た
だ
け
で
は

足
り
ず
、
持
ち
株
を
売
り
、
鍋
島
家
や
渋
沢
栄
一
か
ら
の
援
助
を
受
け
る
な
ど
し
て
何

と
か
再
建
が
で
き
た
。 

 

売
却
は
古
河
家
と
関
係
の
あ
る
岡
崎
邦
輔
を
仲
介
し
て
行
わ
れ
た
。
岡
崎
は
自
由
党

や
立
憲
政
友
会
な
ど
の
政
党
に
所
属
し
、
加
藤
高
明
内
閣
の
農
林
大
臣
や
貴
族
院
議
員

な
ど
を
歴
任
し
た
政
治
家
で
、
陸
奥
の
配
下
と
し
て
活
躍
し
た
。
陸
奥
と
は
従
兄
弟
関

係
に
あ
り
、
古
河
家
と
も
縁
が
あ
っ
た
た
め
、
大
隈
は
岡
崎
に
仲
介
を
頼
ん
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
大
磯
別
荘
の
売
却
に
関
し
て
岡
崎
か
ら
大
隈
へ
宛
て
た
書
簡
が
残
さ
れ
て
い

る
。 

【
史
料
七
】(

36) 

謹
啓 

 

過
日
参
堂
之
節
御
内
意
拝
承
候
大
磯
御
別
荘
之
件
、
早
速
古
河
へ
相
伝 

 

へ
其
掛
之
も
の
等
へ
協
議
候
処
、
何
分
外
な
ら
ず
閣
下
之
御
内
意
相
背
候
も
不
本 

 

意
に
付
、
則
御
下
命
之
如
く
現
形
之
儘
金
参
万
円
に
御
譲
受
申
上
候
事
に
決
定
仕 

 

候
間
、
左
様
思
召
被
成
下
度
候
、
就
而
は
右
受
渡
之
手
続
相
伺
度
、
昆
田
文
二

（
次
）
郎
参
上
為
致
候
間
、
可
然
御
指
図
奉
願
候
、
其
内
拝
芝
万
縷
可
申
上
候
得

と
も
、
不
取
敢
、
右
貴
意
如
此
御
座
候
、
頓
首 

 
 

 
 

（
明
治
三
十
四
）
六
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

邦
輔 

大
隈
伯
閣
下 

二
陳 
お
倉
へ
之
挨
拶
云
々
御
内
意
も
候
処
、
右
は
平
に
御
免
相
蒙
度
、
此
之
義

は
閣
下
よ
り
可
然
御
取
計
被
成
下
度
候
、
右
御
断
り
旁
申
上
置
候
、 
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史
料
に
よ
る
と
売
却
の
件
を
岡
崎
が
市
兵
衛
へ
伝
え
、
市
兵
衛
は
そ
れ
に
承
諾
し
、

三
万
円
で
譲
り
受
け
る
こ
と
が
決
定
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
手
続
き
の
た
め
に
派
遣
さ

れ
た
昆
田
文
次
郎
と
は
、
弁
護
士
で
法
律
顧
問
と
し
て
古
河
財
閥
に
入
り
、
鉱
毒
事
件

な
ど
の
処
理
に
あ
た
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
岡
崎
の
陳
書
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
大

隈
か
ら
相
談
を
受
け
た
お
倉
と
い
う
人
物
へ
の
挨
拶
に
つ
い
て
、
仲
介
を
断
る
内
容
が

書
か
れ
て
い
る
。 

こ
の
お
倉
と
い
う
人
物
だ
が
、
横
浜
に
あ
っ
た
料
亭
・
富
貴
楼
の
経
営
者
と
考
え
ら

れ
る
。
富
貴
楼
は
政
財
界
の
人
物
が
交
流
の
場
と
し
て
多
く
利
用
し
た
料
亭
で
、
大
磯

に
は
そ
の
別
館
的
な
役
割
を
持
っ
た
群
鶴
楼
が
存
在
し
た
。
群
鶴
楼
は
陸
奥
の
別
荘
の

東
隣
に
あ
っ
た
旅
館
で
、
大
隈
の
大
磯
別
荘
と
も
近
か
っ
た
。
大
隈
が
群
鶴
楼
に
滞
在

し
た
記
録
は
現
時
点
で
確
認
で
き
な
い
が
、
明
治
二
二
年
一
〇
月
一
二
日
に
富
貴
楼
に

て
伊
藤
と
密
談
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら(

37)

、
お
倉
と
の
接
触
が
あ
っ
た
可
能
性
は

十
分
に
あ
る
。 

 

大
磯
別
荘
を
市
兵
衛
に
売
却
し
た
理
由
だ
が
、
大
隈
は
松
隈
内
閣
の
時
に
外
相
と
兼

務
す
る
形
で
農
商
務
相
を
勤
め
て
お
り
、
前
任
の
榎
本
に
代
わ
り
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件

の
処
理
に
あ
た
っ
た
。
足
尾
銅
山
は
市
兵
衛
が
興
し
た
古
河
財
閥
が
経
営
す
る
銅
山
だ

っ
た
。
こ
の
事
件
で
両
者
は
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

前
章
で
述
べ
た
通
り
、
隣
接
す
る
陸
奥
の
別
荘
が
陸
奥
亮
子
へ
と
相
続
さ
れ
、
そ
の
相

続
に
市
兵
衛
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
市
兵
衛
へ
の
売
却
を
検
討
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
陸
奥
の
別
荘
が
古
河
家
の
所
有
と
な
る
可
能
性
を
含
ん

だ
状
態
で
、
大
隈
の
大
磯
別
荘
も
購
入
す
れ
ば
敷
地
が
広
が
り
、
古
河
家
と
し
て
も
デ

メ
リ
ッ
ト
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

   

お
わ
り
に 

 

本
稿
で
は
、
大
隈
の
大
磯
別
荘
の
利
用
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。 

 

大
隈
が
大
磯
別
荘
を
購
入
し
た
頃
、
周
辺
は
山
縣
や
伊
藤
ら
政
治
の
中
心
人
物
が
別

荘
あ
る
い
は
本
邸
を
構
え
て
お
り
、
大
磯
は
政
界
人
の
交
流
場
所
と
し
て
定
着
し
つ
つ

あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
隈
に
と
っ
て
は
政
治
上
対
立
関
係
の
あ
っ
た
人
物
ら
が
周
辺
に

お
り
、
特
に
東
隣
に
は
政
敵
で
あ
っ
た
陸
奥
の
別
荘
が
す
で
に
あ
る
状
況
だ
っ
た
。
新

聞
記
事
か
ら
、
陸
奥
も
大
隈
が
隣
に
住
む
こ
と
に
対
し
て
決
し
て
前
向
き
な
考
え
を
も

っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
所
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て

は
、
西
隣
に
あ
っ
た
鍋
島
家
の
別
荘
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

大
隈
の
別
荘
利
用
の
実
態
を
新
聞
記
事
か
ら
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
明
治
三
〇
年
か
ら

三
二
年
ま
で
の
利
用
が
活
発
で
、
売
却
前
は
利
用
頻
度
が
下
が
っ
て
い
た
。
避
暑
避
寒

の
た
め
の
利
用
で
、
年
越
し
を
大
磯
で
過
ご
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
饗

応
好
き
で
知
ら
れ
る
大
隈
だ
が
、
大
磯
で
実
施
し
た
園
遊
会
は
一
度
の
み
で
、
ほ
と
ん

ど
が
早
稲
田
邸
で
の
実
施
だ
っ
た
。
ま
た
、
療
養
に
関
し
て
も
基
本
的
に
官
邸
も
し
く

は
早
稲
田
邸
を
利
用
し
て
お
り
、
大
磯
別
荘
は
あ
く
ま
で
家
族
や
周
辺
の
人
物
と
ゆ
っ

く
り
過
ご
す
た
め
の
場
所
で
、
早
稲
田
邸
と
の
す
み
わ
け
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

別
荘
所
有
時
期
の
四
年
間
に
お
い
て
、
大
隈
に
と
っ
て
大
き
な
出
来
事
と
い
え
る
の

が
、
松
隈
内
閣
倒
閣
後
の
政
局
に
か
か
わ
る
伊
藤
と
の
会
談
と
皇
族
の
別
荘
利
用
で
あ

っ
た
。
松
隈
内
閣
の
倒
閣
は
大
隈
が
大
磯
別
荘
を
購
入
し
て
約
半
年
後
の
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
時
期
に
大
磯
に
別
荘
を
構
え
た
こ
と
で
、
次
期
首
相
と
な
る
伊
藤
と
の
会

談
が
大
磯
で
行
わ
れ
た
。 

大
磯
で
の
政
治
家
の
交
流
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
時
期
に
活
発
化
し
、
一
つ
は
第

一
次
山
縣
内
閣
組
閣
前
後
（
明
治
二
一
～
二
三
年
）
で
、
も
う
一
つ
が
松
隈
内
閣
倒
閣

後
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
時
期
に
、
大
隈
が
大
磯
別
荘
を
購
入
し
た
こ
と
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は
、
政
党
政
治
の
樹
立
を
目
指
し
勢
い
を
つ
け
て
い
た
大
隈
に
と
っ
て
、
政
治
の
動
向

を
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
を
得
た
と
い
え
る
。 

ま
た
、
皇
族
の
別
荘
利
用
は
大
隈
の
大
磯
別
荘
の
地
位
を
高
め
る
と
同
時
に
、
大
隈

自
身
に
と
っ
て
も
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

別
荘
の
売
却
に
つ
い
て
は
、
早
稲
田
邸
の
火
災
が
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ

る
。
本
邸
の
火
災
は
大
隈
の
住
処
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
早
稲
田
と
い
う
場
所

へ
の
思
い
入
れ
か
ら
も
再
建
は
必
須
案
件
で
あ
り
、
大
磯
別
荘
の
売
却
は
致
し
方
な
い

こ
と
で
あ
っ
た
。
売
却
前
に
は
す
で
に
利
用
頻
度
が
落
ち
て
い
た
こ
と
も
売
却
の
決
断

に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

大
隈
は
わ
ず
か
四
年
と
い
う
短
い
期
間
の
別
荘
所
有
で
あ
り
、
家
族
と
の
プ
ラ
イ
ベ

ー
ト
利
用
と
い
う
機
能
か
ら
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
が
非
常
に
少
な
い
。
早
稲
田

邸
や
国
府
津
の
別
荘
な
ど
の
写
真
は
あ
る
も
の
の
、
大
磯
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
残
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
わ
ず
か
な
史
料
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
見
る
こ
と
で

大
磯
で
の
動
向
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
た
。 

ま
た
、
松
隈
内
閣
の
倒
閣
後
、
新
内
閣
の
組
織
に
関
す
る
協
議
が
伊
藤
と
大
隈
間
で

活
発
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
場
所
が
大
磯
で
あ
り
、
そ
れ
は
伊
藤
の
本
邸
が
あ
っ
た
こ
と

に
加
え
、
大
隈
が
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
大
磯
別
荘
を
購
入
し
た
背
景
が
あ
る
。
政
治

家
交
流
が
、
伊
藤
や
山
縣
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
大

隈
の
存
在
に
よ
り
、
犬
養
毅
や
大
石
正
巳
な
ど
進
歩
党
派
、
つ
ま
り
、
政
党
政
治
を
主

張
す
る
政
治
家
が
大
磯
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
大
隈
の
大
磯
別
荘
は

大
磯
に
集
う
政
治
家
の
幅
を
広
げ
、
よ
り
一
層
大
磯
の
政
治
家
交
流
を
活
発
化
さ
せ
た

と
い
う
点
で
非
常
に
意
義
深
い
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

本
稿
で
は
大
磯
の
別
荘
地
と
い
う
歴
史
の
一
部
を
分
析
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
大
隈
の

大
磯
別
荘
に
関
し
て
も
細
か
い
人
物
同
士
の
や
り
取
り
や
、
古
河
家
に
所
有
が
移
っ
た

後
の
状
況
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

注 （
１
）
越
沢
明
「
湘
南
の
旧
別
荘
の
保
存
問
題―

特
に
池
田
成
彬
と
陸
奥
宗
光
邸
に
つ 

 
 

い
て―

」
（
『
日
本
歴
史
』
五
一
一
号
、
一
九
九
〇
年
）
。 

（
２
）
水
沼
淑
子
「
大
磯
に
お
け
る
初
期
別
荘
建
築
の
様
相
に
つ
い
て
：
旧
大
磯
町
行 

 
 

政
資
料
に
よ
る
検
討―

」
（
『
大
磯
町
史
研
究
』
一
五
号
、
二
〇
〇
八
年
）
、

「
明
治
期
家
屋
台
帳
に
よ
る
大
磯
の
初
期
別
荘
建
築
の
実
態―

近
代
大
磯
に
お

け
る
別
荘
建
築
に
関
す
る
研
究―

」
（
『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第

八
一
巻
七
二
〇
号
、
二
〇
一
六
年
）
、
『
近
代
日
本
の
別
荘
建
築―

湘
南
大
磯 

 
 

の
邸
園
文
化
』
（
創
元
社
、
二
〇
二
四
年
）
な
ど
。 

（
３
）
小
山
七
海
・
荒
井
歩
「
神
奈
川
大
磯
に
お
け
る
別
荘
居
住
者
間
の
関
係
性
と
別 

 
 

荘
地
の
立
地
特
性
の
変
遷
」
（
『
東
京
農
業
大
学
農
学
集
報
』
六
五
巻
三
号
、

二
〇
二
〇
年
）
。 

（
４
）
佐
藤
信
『
近
代
日
本
の
統
治
と
空
間
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年)

。 

（
５
）
奈
良
岡
聰
智
「
近
代
日
本
政
治
と
「
別
荘
」
」
（
筒
井
清
忠
編
『
政
治
的
リ
ー 

 
 

ダ
ー
と
文
化
』
（
千
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
、
「
「
政
界
の
奥
座
敷
」
大
磯 

 
 

の
形
成
に
関
す
る
一
考
察―

山
縣
有
朋
、
陸
奥
宗
光
、
伊
藤
博
文
の
別
荘
を
中 

 
 

心
と
し
て―

」
（
京
都
大
学
法
学
会
『
法
学
論
叢
』
一
九
四
巻
、
三
号
、
二
〇

〇
二
三
年
）
な
ど
。 

（
６
）
池
田
さ
な
え
「
明
治
期
日
本
に
お
け
る
政
治
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成―

品
川
弥 

 
 

二
郎
・
京
都
尊
攘
堂
人
脈
の
分
析
か
ら
」（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
『
日

本
研
究
』
六
六
巻
、
二
〇
二
三
年
）
。 

（
７
）
大
日
方
純
夫
「
大
隈
重
信
早
稲
田
転
居
後
の
雉
子
橋
邸―

フ
ラ
ン
ス
公
使
館
と 

 
 

な
っ
た
経
緯
の
解
明―

」（
『
早
稲
田
大
学
史
紀
要
』
五
五
巻
、
二
〇
二
四
年
）
。 

（
８
）
「
御
届
」
明
治
三
〇
五
月
三
日
（「
旧
大
磯
町
役
場
行
政
資
料
」
大
磯
町
郷
土
資
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料
館
所
蔵
）
。
＊
以
下
、
所
蔵
先
省
略
。 

（
９
）
水
沼
淑
子
『
近
代
日
本
の
別
荘
建
築―

湘
南
大
磯
の
邸
園
文
化
』
、
一
〇
四
頁
。 

（
10

）『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
二
年
一
〇
月
一
五
日
、『
読
売
新
聞
』
明
治
二
二
年 

 
 

一
〇
月
一
四
日
。 

（
11

）
『
報
知
新
聞
』
明
治
三
〇
年
五
月
一
二
日
。 

（
12

）
佐
々
木
雄
一
『
陸
奥
宗
光―

「
日
本
外
交
の
祖
」
の
生
涯
』（
中
央
公
論
新
社
、 
 

 

二
〇
一
八
年
）
七
二
、
二
七
七
～
二
七
八
頁
。
当
時
、
大
隈
は
参
議
と
し
て
明

治
政
府
で
働
き
、
陸
奥
は
大
蔵
省
に
出
仕
し
て
い
た
。
井
上
馨
ら
が
大
蔵
省
を

辞
め
た
た
め
大
隈
が
管
轄
す
る
こ
と
に
な
り
、
陸
奥
は
大
隈
の
も
と
で
働
く
こ

と
と
な
っ
た
が
、
大
隈
の
も
と
で
働
く
こ
と
に
不
満
を
抱
き
、
大
隈
へ
の
批
判

や
攻
撃
的
姿
勢
を
強
め
て
い
っ
た
。 

（
13

）
「
家
屋
新
設
」
明
治
三
〇
年
三
月
二
九
日
（
「
旧
大
磯
町
役
場
行
政
資
料
」
）。 

（
14

）
真
辺
将
之
『
大
隈
重
信―

民
意
と
統
治
の
相
克
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
七
）

一
四
九
頁
。 

（
15

）
伊
藤
之
雄
『
大
隈
重
信―

「
巨
人
」
が
夢
見
た
も
の
』
上
巻
（
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
一
九
年
）
三
四
九
～
三
五
七
頁
。 

（
16

）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
〇
年
四
月
二
七
日
。 

（
17

）『
読
売
新
聞
』
明
治
三
〇
年
五
月
九
日
、『
報
知
新
聞
』
明
治
三
〇
年
五
月
九
日
。 

（
18

）『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
〇
年
六
月
一
六
日
・
一
八
日
・
二
〇
日
・
二
二
日
、

『
読
売
新
聞
』
明
治
三
〇
年
六
月
一
八
日
・
二
〇
日
・
二
二
日
・
七
月
三
日
、

『
報
知
新
聞
』
明
治
三
〇
年
六
月
一
六
日
・
一
九
日
・
二
二
日
・
七
月
三
日
・

八
日
。 

（
19

）
『
読
売
新
聞
』
明
治
三
〇
年
八
月
一
五
日
。 

（
20

）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
〇
年
八
月
一
六
日
。 

（
21

）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
〇
年
八
月
一
八
日
。 

（
22

）『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
〇
年
九
月
三
日
。 

（
23

）『
読
売
新
聞
』
明
治
三
一
年
一
月
四
日
。 

（
24

）『
読
売
新
聞
』
明
治
三
一
年
一
月
五
日
。 

（
25

）『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
一
年
九
月
二
九
日
、『
読
売
新
聞
』
明
治
三
一
年
九

月
二
七
日
・
二
八
日
。 

（
26

）『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
一
年
一
〇
月
二
日
、『
読
売
新
聞
』
明
治
三
一
年
一

〇
月
二
日
。 

（
27

）『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
三
年
二
月
六
日
。 

（
28

）「
建
物
遺
産
相
続
ニ
付
御
届
」
明
治
三
〇
年
一
〇
月
（「
旧
大
磯
町
役
場
行
政
資 

 
 

料
」
）。
＊
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。 

（
29

）
「
土
地
建
物
売
買
届
」
明
治
三
七
年
一
二
月
二
九
日
（
「
旧
大
磯
町
役
場
行
政 

 
 

資
料
」
）。 

（
30

）「
常
宮
周
宮
大
磯
滞
在
通
知
」
明
治
三
三
年
二
月
一
日
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所

蔵
。 

（
31

）
前
掲
注
（

14

）、
一
一
二
・
一
一
三
頁 

（
32

）
『
読
売
新
聞
』
明
治
三
一
年
六
月
一
七
日
。
こ
の
行
啓
は
梅
雨
の
時
期
に
よ
る 

 
 

天
候
の
不
安
定
さ
に
よ
り
見
合
わ
せ
と
な
っ
た
（
『
読
売
新
聞
』
明
治
三
一
年
六 

 
 

月
二
二
日
）。 

（
33

）『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
三
年
二
月
一
九
日
。 

（
34

）『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
三
年
三
月
二
八
日
。 

（
35

）『
読
売
新
聞
』
明
治
三
四
年
三
月
一
五
日. 

（
36

）（
明
治
三
四
年
）
六
月
一
五
日
付
大
隈
重
信
宛
岡
崎
邦
輔
書
簡
（『
大
隈
重
信
関

係
文
書
』
三
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
九
二
～
九
三
頁
）
。 

（
37

）『
読
売
新
聞
』
明
治
二
二
年
一
〇
月
一
四
日
。 
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